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と
な
り
の
弁
護
士 

弁護士法人 

パートナーズ法律事務所長  

弁護士 原 和良 

 

最
近
、
我
が
家
の
２
歳
児
が
絆
創
膏
ブ
ー
ム
な

の
で
、
可
愛
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
絆
創
膏
を
ス

ト
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。
外
出
先
で
軽
く
転
ん
だ
り

不
機
嫌
に
な
っ
た
り
し
た
時
、
べ
つ
に
外
傷
は
な

く
て
も
、
絆
創
膏
を
貼
っ
て
あ
げ
る
と
「
も
う
痛

く
な
い
！
」
と
立
ち
直
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

絆
創
膏
を
貼
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
傷
が

治
っ
た
り
痛
み
が
消
え
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
怪
我
そ
の
も
の
よ
り

も
「
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
」
「
び
っ
く
り
し

た
」
と
い
う
気
持
ち
を
理
由
に
泣
い
て
い
る
面
が

大
き
い
の
で
し
ょ
う
。
お
気
に
入
り
の
絆
創
膏

は
、
気
分
が
切
り
替
わ
り
、
心
の
傷
が
癒
え
る
と

い
う
効
能
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

本
人
か
ら
な
か
な
か
剥
が
す
許
可
が
お
り
な
い

の
で
、
今
朝
も
絆
創
膏
を
貼
っ
た
ま
ま
保
育
園
に

送
っ
て
行
っ
た
の
で
す
が
、
担
任
の
保
育
士
さ
ん

が
「
そ
れ
は
心
の
絆
創
膏
で
す
ね
！
」
と
言
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
心
の
絆
創
膏
と
は
良

い
言
葉
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

今
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
可
愛
い
絆
創
膏
が
彼
女

の
「
心
の
絆
創
膏
」
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
成
長
す

る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
シ
ー
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
し
、
お
友
だ
ち
や
家
族
、
お
菓
子
や
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
、
あ
る
い
は
音
楽
や
ビ
ー
ル
に
な
っ
て
い

く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
生
は
長
く
、
自
分
の
足

で
歩
け
ば
何
度
で
も
転
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

で
も
そ
の
た
び
に
立
ち
直
れ
る
よ
う
に
、
心
の
絆

創
膏
を
い
く
つ
で
も
見
つ
け
て
、
大
切
に
で
き
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

釜
澤 

菜
穂 

今
年
の
司
法
重
大
ニ
ュ
ー
ス 

 
 

（
時
系
列
編
） 
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毎
年
恒
例
の
司
法
重
大
ニ
ュ
ー
ス
で
す
が
、
司
法
関
連
を

中
心
に
、
１
月
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

１ 

ル
フ
ィ
連
続
強
盗
事
件
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
日
本
へ
身

柄
引
き
渡
し
・
逮
捕
（
２
月
９
日
） 

 
 

ネ
ッ
ト
社
会
、
匿
名
社
会
化
が
進
む
中
で
の
、
新
た
な

凶
悪
犯
罪
の
手
法
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。 

 

２ 

袴
田
事
件
再
審
開
始
決
定
、
検
察
は
特
別
抗
告
断
念
（
３
月
） 

 
 

１
９
６
６
年
、
静
岡
県
清
水
市
で
発
生
し
た
殺
人
事

件
。
死
刑
確
定
事
件
と
し
て
は
戦
後
５
件
目
と
な
る
再
審

開
始
が
確
定
し
ま
し
た
。
日
弁
連
で
支
援
し
て
い
る
再
審

事
件
で
す
。 

 

３ 

ス
ス
キ
ノ
頭
部
切
断
殺
人
事
件
（
７
月
２
日
） 

 
 

札
幌
市
内
ス
ス
キ
ノ
の
ホ
テ
ル
で
、
頭
部
が
切
断
さ
れ

た
男
性
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
、
当
日
ホ
テ
ル
を

一
緒
に
利
用
し
た
女
性
と
そ
の
父
親
が
逮
捕
さ
れ
ま
し

た
。 

 

４ 

Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
法
成
立
で
、
原
発
の
運
転
期
間
が
40
年
か
ら

60
年
に
延
長
。
稼
働
停
止
期
間
は
、
含
め
ず
（
５
月
31
日
） 

 
 

脱
酸
素
化
を
目
指
す
政
府
与
党
は
、
（
老
朽
化
）
原
発

の
運
転
期
間
を
こ
れ
ま
で
の
40
年
か
ら
60
年
へ
の
延
長
を

認
め
る
法
案
を
提
出
し
、
国
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
点

検
等
の
た
め
の
停
止
期
間
（
寝
て
い
る
時
間
）
は
含
ま
れ

な
い
と
い
う
も
の
で
す
。 

 
 

人
間
、
寝
て
い
て
も
老
化
し
ま
す
。
こ
の
法
案
で
は
、

一
日
の
３
分
の
１
、
８
時
間
は
寝
て
い
る
60
歳
の
私
は
、

40
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

５ 

ビ
ッ
グ
モ
ー
タ
ー
で
保
険
金
不
正
請
求
発
覚
（
７
月
） 

 
 

損
保
会
社
を
も
巻
き
込
ん
だ
巨
額
不
正
詐
欺
事
件
。
驕

れ
る
も
の
は
久
し
か
ら
ず
。 

 

６ 

日
大
ア
メ
フ
ト
部
員
、
大
麻
所
持
・
覚
せ
い
剤
所
持
疑

惑
、
問
わ
れ
る
大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
８
月
） 

 
 

林
真
理
子
理
事
長
が
、
改
革
に
乗
り
出
し
て
い
た
日
大

で
、
ア
メ
フ
ト
部
の
薬
物
不
祥
事
が
発
生
。
そ
の
隠
ぺ
い

体
質
が
問
わ
れ
、
大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
が
問
わ
れ
る

事
態
と
な
り
ま
し
た
。 

 

７ 

ジ
ャ
ニ
ー
ズ
喜
多
川
氏
の
性
加
害
問
題
（
９
月
） 

 
 

性
被
害
の
期
間
、
被
害
者
の
広
が
り
か
ら
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
事
件
で
し
た
。
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
い
ふ
り
を
す

る
メ
デ
ィ
ア
や
知
っ
て
い
て
も
起
用
す
る
広
告
業
界
な
ど

周
囲
を
取
り
巻
く
組
織
の
倫
理
も
問
わ
れ
る
事
件
で
す
。 

 

８ 

統
一
教
会
に
関
し
、
文
科
省
が
東
京
地
裁
に
解
散
請
求
（
10
月
） 

 
 

安
倍
元
首
相
の
襲
撃
事
件
と
の
関
係
で
も
、
二
世
信
者

や
被
害
者
の
救
済
で
も
今
後
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

９ 

大
谷
翔
平
、
ド
ジ
ャ
ー
ズ
に
移
籍
。
10
年
で
総
額
７
億

ド
ル
（
約
１
０
１
５
億
円
）
の
報
酬
契
約 

 
 

私
は
、
こ
ん
な
に
要
り
ま
せ
ん
。 
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自
民
党
安
倍
派
で
、
パ
ー
テ
ィ
ー
券
収
入
還
流
問
題
が

波
紋
。
自
民
党
政
治
の
終
わ
り
の
始
ま
り
か
？ 

 
 

岸
田
内
閣
の
支
持
率
は
、
既
に
危
険
水
域
以
下
に
。
多

く
の
国
民
は
、
自
民
党
に
代
わ
る
政
治
を
求
め
て
い
る
の

に
、
野
党
は
何
を
や
っ
て
い
る
。 

 
 

編 

集 

後 
記 

 

心
の
絆
創
膏 
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社会保険労務士法人・行政書士事務所 

 

１．厚生労働省が「人口減少社会への対応と人手不足の下で

の企業の人材確保に向けて～人材不足解消のカギは仕事と子

育ての両立支援！～」を発表した。「日本の人口は、今後減

少していくが、特に15～64歳人口の減少ペースが顕著」だ

という。2020年7,509万人（59.5％）だったが、2040年には

6,213万人（55.1％）にまで減少すると予測する。 

 

２．たしかにこれは「国の存続にかかわる問題」であり、

「まさに時間との闘い」である。「出生率が2.07に回復して

も、それ以降数十年にわたって維持される必要がある」。

「若い世代がこどもを持つことを『経済的リスク』と考える

とともに、自分たちの思い描く人生を送れないという不安を

抱いている」、「こうした状況を変えることが重要」である

ことはいうまでもない。 

 

３．かつてドイツも少子化に悩む時期があったが、政府の抜

本的対策で人口減少を食い止めつつある。政府は「企業の取

組に期待」と言うが、ことは政府の施策とやる気だと思う。

果たして未来戦略会議の方針は実効性があるのか問われると

ころだ。 

 

４．そうはいっても企業としても座して見ているわけにはい

かない。なにしろ人手不足が深刻なのである。学生の就業に

関する調査では、「就職活動で企業を選択する際に意識した

り、調べたりしていること」の１位は「残業や休日出勤の実

態」（女性73.2％、男性65.7％）、２位「多様な働き方の制

度（在宅勤務、フレックスタイム制など）」（女性57.7％、

男性49.6％）が高位で、転職先に決定した理由も同様であっ

た。 

 

５．仕事と育児の両立に向けた対策は、一つひとつの企業か

ら取り組まなければならない。  

本格的人口減少社会と企業の対応 

  

 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

北海道・小樽運河 



 

 

 少子化対策は重大問題なっています。2023年12月11日、「こども未来戦略」（案）が公開されました。一方、厚労省の労働政策審議会

（雇用環境・均等分科会）は、「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」（案）をとりまとめました。 

 
【こども未来戦略案で示された対策】 
１．児童手当の所得制限撤廃。支給期間の高校生までの延長。 

２．「出産・子育て応援交付金」（10万円）の2024年度における継続実施 

３．2026年度を目途とした出産費用（正常分娩）の保険適用 

４．貸与型奨学金の減額返還制度の年収上限の引き上げ 

５．授業料等免除及び給付型奨学金の拡大 

６．多子世帯の学生等の授業料等の無償措置 

７．短時間労働者への被用者保険の適用拡大 

８．最低賃金の引上げ 

９．公的賃貸住宅における子育て世代等の優先的入居の仕組み導入 

10．保育士等の処遇改善 

11．「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設 

12．男性の育児休業取得率政府目標の大幅引き上げ（2030年公務員85％、民間85％） 

13．育児休業取得率開示制度の常時雇用労働者数300人超の事業主への拡充 

14．出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得する場合の育児休業給付の給付率の80％（手取りで10割相当）への引き上げ 

15．「親と子のための選べる働き方制度（仮称）」の創設 

16．「育児時短就業給付（仮称）」を創設し、こどもが２歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10％を支給 

17．子の看護休暇の対象となる子どもの年齢を小学校３年生修了時まで引き上げ 

 

 一つひとつの施策の内容や財源問題など今後の検討が必要ですが、今後の会社の経営にも大きな影響があると思います。 

 
【労働政策審議会（案）】 
 次に労働政策審議会（雇用環境・均等分科会）の「仕事育児・介護の両立支援対策の充実について（案）」の内容を紹介します。現行制度と対比してみます。 

TOPICS 

政府の少子化対策と育児・介護両立支援対策（案）を見る  
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  現行制度 労働政策審議会案 

育児休業 

（産後パパ育休） 

一定の場合、最長２歳まで取得可   

所定労働時間の

短縮措置等 

子が３歳まで 

原則：短時間勤務制度（１日の所定労働

時間を６時間に短縮） 

困難と認められる業務の代替措置 

・育児休業に準じる措置 

・フレックスタイムの制度 

・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

・保育施設の設置運営、その他便宜 

子が３歳まで 

・テレワークを事業主の努力義務とする 

・原則１日６時間の短縮制度以外にも、１日５時間・７時間とする措

置、週休３日とする措置も併せて設定 

３歳から小学校

就学前の措置 

  子が３歳～小学校就学前 

以下の中から、労働者が選択可能なものを２以上選択して措置を講じる義務を設

け、労働者は事業主が選択した措置の中から１つを選べることとする 

Ａ）始業時刻等の変更（フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ） 

Ｂ）テレワーク等（頻度等に関する基準を設けること） 

Ｃ）短時間勤務制度（１日６時間とする措置は必ず設け、他の勤務時間も併せて設定する） 

Ｄ）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与（ベビーシッターの手配

及び費用負担等） 

Ｅ）新たな休暇の付与（労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にする

ための休暇。年間10日、時間単位取得も可とする） 

所定外労働の制限 ・子が３歳まで 

・労働者の請求で、所定労働時間を超え

る労働を禁止 

・１回につき、１月以上１年以内の期間

で、何回も請求できる 

  

子の看護休暇 ・子が就学前まで 

・子の看護や、予防接種・健康診断を受

けさせるために取得できる 

・子が１人の場合年に５日、２人以上の

場合年に10日付与（時間単位で利用可） 

・感染症に伴う学級閉鎖や子の行事参加（入園式、卒園式、入学式）に

も利用できるようにする 

・子の対象年齢を小学校３年生修了時までとする 

時間外労働・深

夜業の制限 

・子が就学前まで 

・労働者の請求で、制限時間（１月24時

間、１年150時間）を超える時間外労働

を禁止（何回でも請求できる） 

・労働者の請求で、午後10時～午前５時

における労働を禁止（何回でも請求できる） 
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年金相談の現場から    

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

 原則的障害認定日とは 

          違う認定日となる場合とは 

【障害年金の受給要件】 
 障害年金の 受給の ためには次の ３つの 要件を

満たす必要があります。 

（１）初診日における要件 

 最初に病院 に受診 した日のこと を初診 日と言

い ま す。初 診 日 に お い て、障 害 基 礎 年 金 に つ い

て は、国 民 年 金 の 被 保 険 者 で あ る こ と（但 し、

60 歳 ～ 65 歳 で 日 本 国 内 に 住 所 を 有 す る 者 も

可）、障 害 厚 生 年 金 に つ い て は、厚 生 年 金 保 険

の被保険者であること（＝在職中）。 

（２）障害認定日における要件 

 障 害 認 定 日 に お い て、障 害 等 級 １ 級、２ 級

（障 害 厚生 年 金の み ３級 が ある）の 状 態 であ る

こと。 

（３）保険料納付要件 

 以下のいず れかの 要件を満たす 必要が ありま

す。 

①初 診日 の前 日に お いて、初診 日の 属す る月の

前 々 月 ま で の 被 保 険 者 期 間 の う ち、保 険 料 納

付 済 期 間 と 保 険 料 免 除 期 間 を 合 わ せ た 期 間 が

３分の２以上ある。 

②特 例と して、初診 日が 令和 ８年 ４月 １ 日前で

あ る と き は、初 診 日 が 属 す る 月 の 前 々 月 ま で

の１年間に保険料滞納期間がないこと。 
 

【障害認定日の原則と特例】 
 障 害 認 定 日 は、原 則 と し て、初 診 日 か ら 起 算

して１年６ヵ 月を経 過した日また はそれ までに

治 っ た 日。「治 っ た」と は 症 状 が 固 定 し、治 療

の効果が期待 できな くなった状態 のこと を言い

ま す。「１ 年 ６ ヵ 月 を 経 過 し た 日」と は、例 え

ば、令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 が 初 診 日 な ら ば、令 和 ７

年７月１日が原則的障害認定日となるというこ

とです。 

 一 方、上 記 の 原 則 的 障 害 認 定 日 よ り 前に、次

に該 当す る日 があ る ときは、そ の日 が障 害認定

日となるという特例があります。 

 

【各障害ごとの認定基準がある】 
 も ち ろ ん、心 臓 の 疾 患 で い え ば、症 状 ご と に

認定する症状 や項目 数などが決ま ってい ますの

で、そ れに 基づ く認 定が なさ れる こと に なりま

す。Ｉ ＣＤ を装 着し たか ら障 害認 定さ れ るわけ

ではなく、心臓疾患の症状に基づく判断がなさ

れるということです。 

  令和５年２月に拡張型心筋症の診断を受け、３月に植込型除細動器（ＩＣＤ）

の移植手術を行いました。この場合の障害認定日は、いつになるのでしょうか？  

Question ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Answer //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

○人工透析療法を行っている場合は、透析

を開始した日から起算して３ヵ月を経過し

た日 

○人口骨頭または人工関節を挿入置換した

場合は、挿入置換した日 

○心臓ペースメーカー、植込み型除細動器

（ＩＣＤ）または人工弁を装着した場合は

装着した日 

○人工肛門の造設、尿路変更術を施術した

場合は、造設または手術を施したから起算

して６ヵ月を経過した日 

○新膀胱を造設した場合は、造設した日 

○切断または離断による肢体の障害は、原

則として切断または離断した日（障害手当

金または旧法の場合は創面が治癒した日） 

○咽頭全摘出の場合は、全摘出した日 

○在宅酸素療法を行っている場合は、在宅

酸素療法を開始した日 

○脳血管障害による運動機能障害の場合は

６ヵ月経過日以後の症状固定日 

○人口呼吸器、胃ろうを行っている場合は

６ヵ月経過日以後の恒久的措置日 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

  If I Give My Heart To You  

 電気量販店のスピーカー試聴コーナーでリボン・ツ

イータがシンバルの音を綺麗に再現してくれるのを経験

したので、自分のオーディオ機器にリボン・ツイータを

追加したくなりました。一般的にスピーカーという機器

は、電磁石と固定磁石で電気信号を物理的な機械振動に

変換し、それを紙製のコーンという傘のような円錐状の

部品で空気振動に変えることで音を再生しています。こ

のスピーカーには機器ごとに周波数特性という個性があ

り、低音が強く出るものがあったり、高音が強く出るも

のがあったりします。ただし、人間の可聴周波数の限界

である２万ヘルツ周辺を再生するには、その周波数帯だ

け再生するスピーカーが必要となります。オーケストラ

に低音を担当するコントラバスがあり、逆に高音を担当

するバイオリンがあるのと似ています。ツイータはこの

高音域を担当するスピーカーです。リボン・ツイータは

金属製のリボンが振動して音を鳴らしてくれますが、と

ても高価で何十万円もします。 

 安いオーディオ機器しか持っていない私はリボン・ツ

イータを自作し、単一スピーカー（フルレンジ・スピー

カー）に追加してみました。残念ながらシンバルの音に

はあまり効果は得られませんでしたが、バイオリンの音

と女性の歌声は格段に良くなりました。YouTubeで女性

ヴォーカルの音源を聴いているとき、この曲に出会いま

した。ジャズというよりポップスですね。 

 

  もし、私の心を捧げたら、あなたは丁寧に扱ってくれるかしら 

  いつも優しく、どんな場合でもフェアに扱ってくれるかしら 

  もし、私の心を捧げたら、あなたの愛を私にくれるかしら 

  私に忠実だと誓えますか 

  天を照らす光に誓って 

 

  それから私が悲しんでいる時一緒に溜息をついてくれますか 

  うれしい時は一緒に微笑んでね 

  そして今夜はずーっと私と一緒にいてね 

 

  よく考えてから確信するの 

  それをするまで答えないでね 

  あなたがそのすべてを約束するなら 

  私の心をあなたに捧げます 

 

 1954年ミルト・ゲイブラーとジミー・クレーンが作詞、

アル・ジェイコブスが作曲しました。最初に録音したのは

ドリス・デイとデニス・ローです。YouTubeにはドリス・

デイの録音が沢山載っています。ナット・キング・コー

ル、クリフ・リチャードなどです。21世紀に入ってからは

ニッキ・パロットなども録音しています。インストものは

クラリネットのアッカー・ビルクがあります。 

 年末から年始にかけては、低音域を強調するバックロー

ドホーン型・スピーカーを作てみようかなと思っていま

す。 

司法書士の業務つれづれ帳 第91回 司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

相続の8050   

 今月、父親が81歳になった。実家はまだ家業を続けているが、

社員がいないこともありそろそろ店を閉めようかと考えているよ

うだ。 

 私は、両親は出来る限り仕事を続けた方がいいと考えていた。

後継者もいないし早く廃業して余生を過ごした方がいいと思って

いた時期もあったが、後見人という仕事を通じて仕事が生き甲斐

になること、ひいては認知症対策にもなると感じたことから廃業

を勧めることはやめた。私は相続も廃業も専門だし、後始末は自

分がすればいいと思っていた。 

 しかし、私も来年50歳になる。40代になった10年前と比べたら

気力・体力いずれも低下している。低下した分は、これまでの経

験と知恵、あとはテクノロジーを駆使して効率よく生活すること

で補っているが、今、突然、介護や相続となると正直しんどい。 

 先日、母親にＬＩＮＥでメッセージを送ったところ、２日間既

読にならなかった。これまでそのようなことはなかったので「ま

さか…（突然死とか）」と怖くなった。電話をするとそうではな

かったのでホッとしたが、これまでなかった不安を感じた。そし

て、その電話で今後のことについて聞いたところ「そろそろ廃

業」というような話が出てきた。うちは子供も小さいし、自分も

50歳になるという不安を打ち明けたところ、来年から片付け(相続

対策)を始めようという話になった。 

 相続の際、預金、株式、不動産から借金まで、いずれも調べる

方法はある。銀行、証券会社、法務局、信用情報機関に問合せれ

ば調べられる。私は調べる術を知っているが、もし私が両親より

先に亡くなったら、実家の片付けは誰がするのだろうということ

になる。両親の相続となったとき、私の家族は途方に暮れるだろ

う。 

 相続という仕事に関わりながら「エンディングノート」という

ものをこれまで特に推奨してこなかったが、今回、あったほうが

いいと思うようになった。これまで調査の依頼をうけた方々の憂

鬱な面持ちも今はよくわかる。エンディングノートに遺言として

の効力はないものが殆どだが、遺産の内容が一覧でわかるだけで

もその後の苦労は全然違う。これまではその「苦労」を仕事とし

て受けていたので精神的な共感が少なかったが、今ようやくその

気持ちに近づいてきた。 

 国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来推計によれ

ば、2025年の単身世帯は2015年より8.4％増えて1996万世帯にな

るとみられている。2015年「７人に１人が１人暮らし」だったの

が「６人に１人強が１人暮らし」に変わる。また80歳以上の単身

女性は25年までに34％増加して223万人となり、全年齢階層の中

で最も多くの単身世帯を抱えることとなることが見込まれてい

る。 

 苦労する相続人が増えることも見込まれているが、その前にそ

の苦労に寄り添えるようになったのは良かったのかもしれない。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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 賃金請求権の消滅時効が３年になったことに注意  

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 この10 月からの最低賃金引き上げに伴いパート職員の時給も引き上げまし

た。その際、過去の時給額が最低賃金を下回っていたことが発覚しました。こ

れは２年遡って支払わなければなりませんか？   

3 

Question

Answer /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【最低賃金法は強行法規】 
 法 律 に は 強 行 法 規 と 任 意 法 規 が あ り ま す。

強 行 法 規 と は、た と え 法 律 と 違 う 特 約 を 契 約

書 で 定 め た り、就 業 規 則 等 で 定 め た と し て

も、法 律 に 反 す る 定 め は す べ て 無 効 で あ り、

法 律 の 定 め に 従 わ な け れ ば な ら な い と い う も

のです。 

 最 低 賃 金 法 は 強 行 法 規 で、い く ら 最 低 賃 金

に 違 反 す る 雇 用 契 約 書 を 締 結 し て も、そ の 部

分 は 無 効 と な り、最 低 賃 金 法 の 定 め に 基 づ く

賃 金 を 支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん。他 に、労

働 基 準 法 も 強 行 法 規 で す。労 働 基 準 法 は、最

低 限 の 労 働 基 準 を 定 め た 法 律 で す か ら、そ れ

を 下 回 る 条 件 を 雇 用 契 約 書・就 業 規 則 で 定 め

てもその部分は無効となります。 

 東京都は、2023年10月１日以降の時給額を

最低1,113円とすることを、最低賃金審議会は

決 定 し 発 表 し て い ま す。パ ー ト 職 員 等 の 時 給

額 は も ち ろ ん、正 職 員 の 時 給 換 算 額 も す べ

て、最 低 賃 金 を 上 回 る 額 で な け れ ば な り ま せ

ん。 

 

【賃金請求権の消滅時効】 
 労 働 基 準 法 で は、長 く 賃 金 請 求 権 の 消 滅 時

効 は ３ 年 と 定 め ら れ て き ま し た。民 法 が 改 正

され（2020年４月施行）、債権の消滅時効は

一 律 ５ 年 と 定 め ら れ ま し た。い ま ま で 短 期 消

滅 債 権 な ど バ ラ バ ラ な 規 定 だ っ た も の を 統 一

したということです。 

 賃 金 債 権 も 当 初 ５ 年 で 統 一 さ れ る 予 定 で し

た が、労 働 基 準 法 の 改 正 の 過 程 で 労 働 者 側 と

使 用 者 側 と の 意 見 の 対 立 が 激 し く、結 局 的 妥

協 的 に「当 面 ３ 年」と い う 規 定 に す る こ と と

な り ま し た。「当 面 ３ 年」が い つ ま で な の か

は 決 ま っ て お ら ず、ず う っ と ３ 年 の 可 能 性 も

あ り ま す し、他 と 同 じ よ う に ５ 年 時 効 で 統 一

される可能性もあります。 

 法 改 正 は、2020 年 ４ 月 １ 日 で す か ら、

2020年４月以降に発生した賃金債権が対象に

なります。過去３年間遡って、2020年４月以

降 に 未 払 い 賃 金 が あ る な ら ば そ れ は 支 払 わ な

ければならないということです。 

 

【３年よりも前の賃金債権は？】 
 で は ３ 年 時 効 よ り 前 に 未 払 い 賃 金 が あ っ た

場 合 は ど う す る の で し ょ う か。時 効 の 援 用

（「時 効 の 援 用」と は、す で に 時 効 に な っ て

い ま す の で、そ れ 以 前 の 賃 金 未 払 い に つ い て

は 支 払 い ま せ ん と い う 意 思 表 示 を す る こ と で

す）を す る こ と に よ っ て 解 決 す る こ と に な る

で し ょ う。時 効 の 援 用 を し な け れ ば い つ ま で

も未払い賃金があることになります。   

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

１ 社会保険適用促進手当の概要 
 短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことがで

きるようにするため、当面の対応の一つとして、「社会

保険適用促進手当」（以下「本手当」）の制度が創設さ

れました。 

 本手当は、いわゆる「106万円の壁」の時限的な対応策

として、社会保険加入にともなう労働者の保険料負担を

軽減することを目的とした特殊な手当で、賃金であるに

もかかわらず、保険料の計算の基礎となる標準報酬月

額・標準賞与額の算定に含めないことが認められていま

す。 

 上記の目的のため、本手当の対象者は、標準報酬月額

が10.4万円以下の者に限定されます。なお、同一事業所内

で同じ条件で働く、既に社会保険が適用されている従業

員についても、新たに社会保険に加入した従業員と同水

準の手当を特例的に支給する場合には、上記の特例措置

の対象となります。 

 標準報酬月額等の算定から除外できる本手当の上限額

は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保

険料相当額とされています。たとえば、新たに社会保険

（協会けんぽ）に加入した標準報酬月額8.8万円の40歳の

従業員の場合、健康保険料（東京都10％）、介護保険料

（1.82％）、厚生年金保険料（18.3％）の被保険者負担分

の合計である13,253円が上限となります。これは「上

限」ですので、助成金の利用を考えないのであれば２）、

切りのいい10,000円などとすることも可能です。また、

支給のタイミングについても、事業主の判断にゆだねら

れており、たとえば、社会保険料の数か月分をまとめて

手当として支給することも可能です。 

 本手当の特例措置が利用できるのは、それぞれの労働

者について、最大２年間とされています。そのため、従

業員ごとに最大限利用しようとすると、個別に期間を管

理するのが煩雑になることが考えられます。これも助成

金のことを考えなければ、一定期間（たとえば初回の支

給開始から２年）を区切って利用することも考えられます。 

 

２．規定例と運用上の留意点 
 本手当は労働基準法の賃金にあたるため、就業規則

（賃金規程）に定める必要があります。 

 この規定例は、助成金のパンフレットのものを参考に

したので、６か月以上の雇用が条件になっていたりする

のはそのためです。なお、本手当を支給しなくなった

後、代わりの手当を支給するのか、なくなるだけなのか

は検討しておくべきですが、少なくとも特例措置の期間

が限定されている本手当に関しては支給期間を明記して

おくべきです。 

 なお、 この特例を受ける手当について、厚労省は「社

会保険適用促進手当」の名称を使用するようお願いしま

す」としています。基本的にはこれに従うのが無難で

しょう。 

 最後に本手当の留意点をいくつかあげると、①短時間

労働者の社会保険の適用要件である月額賃金8.8万円の判

定に当たっては、本手当を含めて判断すること、②厚生

年金保険等の給付額の算出基礎には含まれないこと、③

税、労働保険等に関しては通常の取扱いとなること（課

税、算定基礎に含める）、④割増賃金等の算定基礎に

は、「臨時に支払われる賃金」に該当する場合を除い

て、算入されること、⑤２年以内に月額変更等により標

準報酬月額が10.4万円超となった場合、その月から本手当

を標準報酬月額の算定に含めることとなり、月額変更の

要件を満たす場合には、随時改定となること、などがあ

ります。 

 

 

 

 

１）全般的に「社会保険適用促進手当に関するＱ＆Ａ」

を参照した。 

２）政府の政策パッケージの一環でキャリアアップ助成

金の「社会保険適用時処遇改善コース」が創設され、

そのメニューの１つである「手当等支給メニュー」

では、賃金の15％以上追加支給することが要件の一

つとされている。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○92  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一  http://office-mori.biz/ 

第92回：社会保険適用促進手当 １）   
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第○条 社会保険適用促進手当は、健康保険・厚生

年金保険の被保険者要件を満たさずに６ヶ月間以

上雇用されていたパート社員が、令和８年３月31

日までの間に新たに被保険者となった場合におい

て、最長２年間、当該パート社員の社会保険料負

担を軽減するために支給する。 

２ 社会保険適用促進手当は、前項に規定するパー

ト社員について、毎月の賃金の支払に関して、法

令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担

分相当額を、翌月の賃金支払日に支給する。 

３ 社会保険適用促進手当は、第１項に規定する

パート社員について、健康保険・厚生年金保険の

被保険者となった日の属する月以降で、かつ、標

準報酬月額が104,000円以下である間、社会保険料

の被保険者負担分を当該労働者の賃金から控除す

ることとなった月から最長２年間支給するものと

する。 

 

 

オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第128回： インターネット広告に挑戦する！   

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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１．インターネットは事業の最重要ツール！ 
 生活の中にインターネットが普及して久しく、

最近は単なるインターネット検索で情報を探すの

みならず、CHAT-GPTなど生成AIの出現により人

間の思考や語り言葉を元に、欲しい情報を引き出

せるようになり、またインターネットからのサー

ビスや商品の購入も当たり前、というよりそれが

主流となりました。 

 そういった環境変化に合わせて、中小企業の販

売活動は、テレアポ、DMやチラシ、看板などの

従前の広告手段がムダではないものの費用対効果

が下がってきていると言えます。 

 つまり、相対的にインターネットを活用した

PRが重要性を増しており、HPで自社の製品サー

ビスが心に「刺さる」ようにアピールすること、

それ以前にHPを見てもらうためにキーワードで

検索される、あるいは有料のインターネット広告

を活用してアクセス数を増やすことが必要です。

今回は、わかりにくいインターネット広告への挑

戦を考えてみます。 
 

２．インターネット広告のしくみを知る 
 インターネット広告は、Google広告やyahoo広

告などがありますが、一番メジャーなGoogle広

告についてみていきます。グーグル広告は、課金

制といって、キーワード検索により、広告掲載だ

けでは課金されず、広告を見て実際にクリックさ

れサイト閲覧して１カウントとなり、課金される

しくみです。そして、課金の金額は、キーワード

の人気次第であり、入札金額として高い金額を提

示した会社から上位に掲載されるしくみです。広

告を掲載するには、次のような準備が要ります。 

 ①広告掲載時にクリックしたくなる見出しや説

明文の原稿を作成 

 ②１日の予算決定。１クリック価格×クリック

数が一日の予算ですが最初は小さく開始。 

 ③自社の製品・サービスにマッチするキーワー

ド（２ワード単位くらい）を設定。 

 ④ コ ン バ ー ジ ョ ン（問 合 せ）の 改 善 方 法 を

Googleのプランナーから学ぶ。 

等が必要です。 
 

 

３．インターネット広告で注意すべきこと 
 まず重要なのは、自社自身で広告の管理を行う

か、広告の代理店に任せるかです。どちらにして

も重要なのは、人任せにせず、問合せ数が増えな

ければ、それを自社の問題として、キーワードの

変更やクリック率改善に自ら主体的に対応してい

くことです。 

 インターネット広告は実際のクリック数に応じ

て、課金されるという合理的な側面がある反面、

結局は、有効な問合せが増加しないと意味があり

ません。 

 また、常に広告のヒット状況を監視（モニタリ

ング）していかないと、あっという間に広告費が

かさみ、予算のムダ使いになります。 

 インターネットの広告は、申し込みをもって売

上が上がる反面、クリック課金のため、あっとい

う間に費用が掛かっていく、ネットトレーディン

グのような即時性があることから、そのスピード

感覚に慣れていくことが極めて重要で必須事項と

なります。 
 

４．インターネット時代に行うべきこと 
 お金をかけて広告しても、消費者は、未だに広

告をクリックすることに抵抗感があるのも事実で

す。従前から、うっかり危ないサイトのURLをク

リックして、ウィルスに感染するなどの被害があ

り、ネットユーザーがややトラウマ気味な面があ

ります。その意味では、それでもクリックしてく

れる人を対象にせざるを得ないことを留意する必

要があります。 

 その意味では、自社HPやコラムのキーワード

から自社のHPに誘引する「自然検索」はお金も

かからず、時間もかかりますが広告と同時にク

リック数増加のために重要です。 

 また、更に重要なことは、折角HPに来ても欲

しい製品やサービスの内容や価格が分かりにくい

などの場合、すぐにページから離脱してしまうと

理解することです。その意味で、HP内のページ

からページへ回遊しやすい「回遊性」を考慮し、

「欲しい！」と思った時にいつでも申し込みでき

るしくみが必要です。 

  


